
届出する病原体 （細菌）

家畜伝染病予防法第３６条の２の規定により農林水産大臣に届け出る病原体

細菌
名称 学名

アクチノバシラス ・ カプスラタス Actinobacillus capsulatus

アクチノバシラス ・ エクイ Actinobacillus equi

アクチノバシラス ・ リニエレシ Actinobacillus lignieresii

アクチノバシラス ・ プルロニューモニエ Actinobacillus pleuropneumoniae

アクチノバシラス ・ セミニス Actinobacillus seminis

アクチノバシラス ・ スイス Actinobacillus suis

アクチノマイセス ・ ボビス Actinomyces bovis

アクチノマイセス ・ ピオゲネス Actinomayces pyogenes

バクテロイデス ・ ノドスス Bacteroides nodosus

ボルデテラ ・ アビウム Bordetella avium

ボレリア ・ アンセリーナ Borrelia anserina

ボレリア ・ タイレリー Borrelia theileri

ブランハメラ ・ オビス Branhamella ovis

ブルセラ ・ カニス Brucella canis

カンピロバクター・ハイオインテスティナリス Campylobacter hyointestinalis

カンピロバクター ・ ジェジュニ Campylobacter jejuni

カンピロバクター ・ ムコサリス Campylobacter mucosalis

クロストリジウム ・ ボツリヌム Clostridium botulinum

クロストリジウム ・ ヘモリティクム Clostridium haemolyticum



クロストリジウム ・ ノ−ビ Clostridium novyi

クロストリジウム ・ パーフリンゲンス Clostridium perfringens

クロストリジウム ・ セプティクム Clostridium septicum

コリネバクテリウム ・ システィティディス Corynebacterium cystitidis

コリネバクテリウム ・ ピロスム Corynebacterium pilosum

コリネバクテリウム・シュードツベルクローシス Corynebacterium pseudotuberculosis

コリネバクテリウム ・ レナーレ Corynebacterium renale

デルマトフィルス ・ コンゴレンシス Dermatophilus congolensis

エシェリキア ・ コリ Escherichia coli 象O157及び家畜に病原性があるもののみ届出対

（B株、K12株及びこれらの由来株は届出不要）

フソバクテリウム ・ ネクロフォーラム Fusobacterium necrophorum

ヘモフィルス ・ オビス Haemophilus ovis

ヘモフィルス ・ パラガリナルム Haemophilus paragallinarum

ヘモフィルス ・ パラスイス Haemophilus parasuis

ヘモフィルス ・ ソムナス Haemophilus somnus

ヒストフィルス ・ オビス Histophilus ovis

クレブシエラ ・ ニューモニエ Klebsiella pneumoniae

レプトスピラ属 Leptospira interrogans

（監視伝染病の病原体を除く）

リステリア ・ イバノビイ Listeria ivanovii

リステリア ・ モノサイトゲネス Listeria monocytogenes

モラクセラ ・ ボビス Moraxella bovis



マイコバクテリウム ・ イントラセルラーエ Mycobacterium intracellulare

マイコバクテリウム ・ カンサシ Mycobacterium kansasii

マイコバクテリウム ・ スクロフラセウム Mycobacterium scrofulaceum

マイコバクテリウム ・ ゼノピ Mycobacterium xenopi

ノカルジア ・ アステロイデス Nocardia asteroides

パスツレラ ・ ヘモリティカ Pasteurella haemolytica

パスツレラ ・ トレハロシ Pasteurella trehalosi

シュードモナス ・ アエルギノーサ Pseudomonas aeruginosa

ロドコッカス ・ エクイ Rhodococcus equi

サルモネラ属 Salmonella choleraesuis 家畜に病原性があるもののみ届出対象

（監視伝染病の病原体を除く）

スタヒロコッカス ・ アウレウス Staphylococcus aureus

スタヒロコッカス ・ エピデルミディス Staphylococcus epidermidis

スタヒロコッカス ・ ハイイカス Staphylococcus hyicus

ストレプトコッカス ・ アガラクティエ Streptococcus agalactiae

ストレプトコッカス ・ ディスガラクティエ Streptococcus dysgalactiae

ストレプトコッカス ・ エクイ Streptococcus equi

ストレプトコッカス ・ エクイシミリス Streptococcus equisimilis

ストレプトコッカス ・ ニューモニエ Streptococcus pneumoniae

ストレプトコッカス ・ ポルシナス Streptococcus porcinus

ストレプトコッカス ・ スイス Streptococcus suis



ストレプトコッカス ・ ウベリス Streptococcus uberis

ストレプトコッカス ・ ズーエピデミクス Streptococcus zooepidemicus

トレポネーマ ・ パラルイスクニクリ Treponema paraluiscuniculi

エルシニア ・ エンテロコリティカ Yersinia enterocolitica

エルシニア ・ シュードツベルクローシス Yersinia pseudotuberculosis


